
　犯罪被害に遭うのは、つらく悲しいことです。
被害に遭った方は、身体・精神的な面のほか、経
済的な負担を負うなど、さまざまな形で苦しんで
います。
　犯罪被害に遭った後には、周囲からの支えが大
きな力になります。皆さんのサポート・ご理解を
お願いします。また、市では、支援金の支給や相
談窓口の開設など、支援を行っていきます。

●何年たっても事件の記憶がよみがえり、精神的苦痛が激しい
●加害者がどこの刑務所にいて、いつ出所するのか気になる

●警察署や検察庁などで何度も被害の状況を話すのが辛い
●今まで当たり前にできていたことができなくなった
●自宅や近所で被害を受けたので引っ越したい

●事件で受けたケガなどの治癒が必要
●ショックが大きく、どうしたらいいかわからない

●人目が気になり外出できなくなった
●貯金が底をつき、生活が苦しくなった
● 裁判に参加したいが、犯人と会うのは不安。証言を求めら
れるのも怖い

　犯罪被害を受けた後は、一
種のショック状態が続き、心
や体に変調を来たします。心
身の変調の現われ方は、人に
よってさまざまです。また、
事件発生から時がたっても、
被害に苦しんでいる方がいま
す。

遭うと…
に犯 罪 被 害 事件発生から直面する事態（例） 出典： （公社）全国被害者支援ネットワーク「犯罪被害にあう

と…」https://www.nnvs.org/higai/about/

事件発生からしばらくたって

事件発生直後

事件の捜査が開始

裁判が始まる

被害後しばらくたってから
▶さまざまな相談相手になりましょう
　…… 家事や育児、介護など生活面でのサポートも大切です

▶ 仕事や学校の問題に対処する手助けをしましょう
▶ お酒やカフェインを飲みすぎないよう、アドバイ
スしましょう

被害に遭って間もないとき
▶ そばに付き添い、人目に付かない
休める場所など、安心できる状況
を作りましょう

▶ 着替えや食事など、身の回りのこ
とに気を配りましょう

　…… 食事や睡眠がとれない状況が続く
ときは、医師や専門機関への相談
を勧めましょう

▶ 犯罪被害者等の気持ちや反応が自然
なものであることを伝えましょう

　…… 犯罪被害者等の気持ちを受け止め、
犯罪被害者等を責めたり、無理に励
ましたりすることは避けてください

▶ 犯罪被害者等の話を無理に聞き出さ
ないようにしましょう

　…… 犯罪被害者等が話したいときには、
その話に耳を傾けましょう

　犯罪被害者等の話をよく聴き、できるだけその意思を尊重
した対応をとりましょう。
　犯罪被害者等とは、犯罪被害に遭った本人のほか、ご家族
やご遺族も含みます。

への接し方犯罪被害者等

出典： 犯罪被害者等施策ホームページ-警察庁「みんなに知っても
らいたい、犯罪被害者のこと」https://www.npa.go.jp/
hanzaihigai/keisatsu/rikai_higaisha.html#sesshikata

問 市民安全課 ☎712・6590

令和７年４月１日に、犯罪被害者等支援条例を制定しました
　この条例は、犯罪被害に遭われた方の置かれている状況に応じて必要な支援を行い、被
害の回復や生活の再建を図り、市民の誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指します。

市では、犯罪被害者等市では、犯罪被害者等にに
●遺族支援金   30万円
●重傷病支援金   10万円
●性犯罪被害者支援金   10万円

支援金の支給 ID 1045016

ID 1045017日常生活費の助成
❶家事支援費用　❷一時保育費用
❸配食サービス費用　❹転居等費用
❺裁判手続等に係る交通費
❻家事保育等支援金（①～③を利用しない場合）

支援内容 ※ 各支援には一定の要件があります。詳
しくは、市ホームページをご覧ください

をを行います行います支援金の支給・各サポート

ID 1045015

時 月～金曜日午前８時30分～午後５時（祝日を除く）
所 浦安市犯罪被害者等支援相談窓口《市民安全課内（市役所３階）》
専用電話 ☎712・6675

相談窓口
　犯罪被害者等への情報提供を行う総合的な
対応窓口です。相談内容に応じて、関係機関
との連絡・調整を行います。

～犯罪被害者等支援条例を制定しました～

もしも、身近な人が被害に遭ったら

私たちにできること

2 No.1265  2025年（令和７年）５月１日号 「広報うらやす」が市ホームページでご覧になれます


